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1　

「私法上の権利義務の主体（私権の主体）となる資格＝権利能力」という

市民社会のメンバ－シップを持つ者をいう。

その中で、いわゆる生身の生きている人間が自然人であり、自然人以外で

法によって権利能力の持主と認められたもの（例えば会社）が法人である。
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第３条

１項　私権の享有は、出生（☆）に始まる。

２項 　外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を

享有する。

第 721 条

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

第 886 条

１項　胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

２項　前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

第 965 条

第 886 条及び第 891 条の規定は、受遺者について準用する。

まだ出生していない胎児は「人」ではありません。よって、本来は権利能

力を有しないはずです。しかし、胎児の間は権利能力が一切認められないと

なると、違和感（不公平感）が生じる場合があります。

そこで、民法は、不法行為に基づく損害賠償請求（721）、相続（886）、

遺贈（965）については、例外的に胎児も既に生まれたものとみなす（☆）（権

利能力を有する）こととしました。

なお、既に生まれたものとみなされるのは、生きて生まれた場合に限られ

ます。つまり、死産の場合は除かれます。



夫Ａと妻Ｂと子供Ｃの３人家族がいました。そして、妻Ｂは夫Ａの子Ｄを

妊娠しました。その後、夫Ａは亡くなる運命だったのですが、胎児が権利能

力を有しないという原則を貫けば、子Ｄは、

　　

となってしまいます。このように、生まれる時期のちょっとした違いで結論

が大きく変わるのは、何か不都合を感じますよね。

　

　

「胎児の権利能力は不法行為に基づく損害賠償請求、相続、遺贈について

認められるということですが、認知（779）についてはどうなのですか？」

「胎児の側から、つまり、母が胎児のために、父に対して認知請求をする

ことは認められないんだよ。」

「じゃあ、胎児を認知することはできないのですね？」

「いや、父は、母の承諾を得て胎児を認知することができるから（783Ⅰ）、

ちゃんと区別して覚えておくといいよ。」

　

　

胎児のうちに起きた事件については、出生すれば損害賠償請求でき、死産

の場合は損害賠償請求できません（争いなし）。

では、胎児である間に、母親が胎児を代理して損害賠償請求や示談等を

することはできるのでしょうか？具体的には、「胎児中は権利能力がないが、

無事に生まれた場合に胎児の時に遡って権利能力があったと考えるのか」、

それとも、「胎児中でも限定的に権利能力があり、無事に生まれることがで

きなかった場合に胎児の時に遡って権利能力がなかったと考えるのか」が問

題となります（☆）。
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ア　解除条件説

①　出生まで権利能力はあるから、法定代理人を付けられる。

②　出生の場合は当然に初めから権利能力がある。

③　死産の場合はそれまでの権利能力が遡って消滅する。

イ　停止条件説（阪神電鉄事件；大判昭 7.10.6）

①　出生まで権利能力はないから、法定代理人は付けられない。

②　出生の場合は遡って権利能力を取得する。

③　死産の場合は初めから権利能力がない。

胎児

母 電鉄会社



❶　Ａが死亡した時点でＣがまだ胎児であった場合には、Ａを相続するのは

ＢおよびＤであるが、その後にＣが生まれてきたならば、ＣもＢおよびＤ

とともにＡを相続する。なお、Ａの死亡時には、配偶者Ｂ、Ｂとの間の子

ＣおよびＡの母Ｄがいるものとする。（2007-35- イ）
答　【×】

解説　胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされる（886 Ⅰ）。

❷　胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害賠償請求権については、

胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に

胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害賠償請求をすることができる。

（2012-27- １）

答　【×】

解説　胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす

（721）。もっとも、判例によれば、胎児中の権利能力については、出生し

た段階で遡って権利能力を取得するものとされている（阪神電鉄事件；大

判昭 7.10.6）。よって、胎児の母が胎児の出生前に胎児を代理して不法行

為の加害者に対し損害賠償請求をすることはできない。
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第 882 条

相続は、死亡によって開始する。

第 32条の２

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後にな

お生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡した

ものと推定する。

相続開始の原因になる（882）。

　

　

　

例えば、父（Ａ）、母（Ｂ）、長男（Ｃ）、次男（Ｄ）の４人家族のうち、

ＡとＣが一緒に乗っていた飛行機が墜落してＡとＣが同時に死亡した場合、

Ａの残した相続財産はどうなるのでしょうか？



相続 遺贈

代襲相続

第１順位
子

配偶者第２順位
直系尊属

第３順位
兄弟姉妹

みなされる

親族・相続は最後の方でしっかりやりま

すが、ちょっと先取りしてみましょう！
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❶　Ａの死亡と近接した時にＣも死亡したが、ＣがＡの死亡後もなお生存し

ていたことが明らかでない場合には、反対の証明がなされない限り、Ａを

相続するのはＢおよびＤである。なお、Ａの死亡時には、配偶者Ｂ、Ｂと

の間の子ＣおよびＡの母Ｄがいるものとする。（2007-35- ア）
答　【〇】

解説　数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後

になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死

亡したものと推定する（32 の２）。本肢の子ＣはＡの死亡時に既に死亡し

ているので、ＣはＡを相続せず、Ａの相続人はＢ・Ｄとなる。



条文確認！
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意思能力とは、有効に意思表示をする能力であり、行為の結果を判断でき

るだけの精神的能力（私的自治の前提となる意思決定能力）をいう。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、

その法律行為は無効である（３の２）。意思能力がないことを意思無能力と

いい、意思無能力者としては、例えば幼い子ども等が挙げられる。

第３条の２（新設）

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、

その法律行為は、無効とする。

❶　後見開始の審判を受ける前の法律行為については、制限行為能力を理由

として当該法律行為を取り消すことはできないが、その者が当該法律行為

の時に意思能力を有しないときは、意思能力の不存在を立証して当該法律

行為の無効を主張することができる。（2012-27-5）
答　【〇】

解説　後見開始の審判を受ける前の法律行為については、制限行為能力を理

由として当該法律行為を取り消すことはできない。しかし、民法は意思主

義を採用しており、その者が当該法律行為の時に意思能力を有しないとき

は、当該法律行為は無効である（３の２）。よって、この場合には、意思

能力の不存在を立証して当該法律行為の無効を主張することができる。
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単独で完全に有効な法律行為を行うことができる能力のことを行為能力と

いう。

（１）　独立して取引する能力が不十分な者に保護者を付することによって、

その者の能力不足を補充し、かつ、その者が単独で行った行為を後から

取り消すことができるとすることによって、制限行為能力者を保護する

（静的安全を重視）。

（２）　制限行為能力者を法律で類型化することによって、制限行為能力者と

取引する相手方に不測の損害を与えないようにする（取引の安全（動的

安全）を重視）。

■

未成年者 18

成年被後見人 欠く常況 家庭裁判所

被保佐人 著しく不十分 家庭裁判所

被補助人 不十分 家庭裁判所

同意
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第４条

年齢 18 歳をもって、成年とする。

第５条

１項　未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければ

ならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為について

は、この限りでない。

２項　前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

３項　第１項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した

財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することが

できる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様と

する。

第６条

１項　一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成

年者と同一の行為能力を有する。

２項　前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事

由があるときは、その法定代理人は、第４編（親族）の規定に従い、そ

の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

18歳に満たない者をいう（４）。

　

ア　未成年者を保護するのは、まずは親権者である父母であるが（818 Ⅰ）、

親権者が不存在等のときには、未成年後見人である（838 ①）。

イ　親権者及び未成年後見人は法定代理人なので、代理権・同意権・取消

権・追認権がある（824、859、120、124）。



未成年者が法律行為（☆）をする場合、その法定代理人の同意を要す

る（５Ⅰ本）。その同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができ

る（同Ⅱ）。

次の場合には、未成年者が単独で行為を行うことができる（５Ⅰ但・ 

Ⅲ、６Ⅰ）。

弁済

負担

負担

権利を得 義務を免れる

目的

目的

営業

営業
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営業

「原則として未成年者は単独で法律行為をすることができないということ

ですが、相続に関する行為で、遺言等はどうなるのですか？」

「未成年者であっても、15歳に達すれば、親権者や未成年後見人等の

法定代理人の同意を得ることなく単独で遺言をすることができるんだよ

（961）。」

「では、15歳未満の未成年者はどうなるのですか？」

「15歳末満の未成年者は、遺言をすることができないということになる

ね。」

7　

第７条

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、４親等内の親族、未成年後見人、未成年後見

監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

後見開始の審判をすることができる。

第８条

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付

する。

第９条

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購

入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

第 10 条

第７条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、



制度趣旨！

４親等内の親族、後見人（未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。）、

後見監督人（未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。）又

は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

精神上の障害によって事理を弁識することができる能力（判断能力）を欠

く者が行った法律行為は当然に無効になるはずである。しかし、そのことを

証明することは難しいので、成年被後見人として類型化しておき、意思能力

がなかったことの証明ができないとしても、その者が行った法律行為は取

り消すことができるとして、その者の財産の保護を図る（静的安全）。また、

類型化することによって、取引の相手方に不測の損害を与えないようにする

（取引安全（動的安全））。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者（７）。

一定の者（☆）の請求により、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた

者（７）。

ア　成年後見人である（８）。

イ　成年被後見人の財産に関する法律行為について代理権を有する

（859）。また、取消権（120 Ⅰ）、追認権（122 本、124 Ⅲ）も有する。

ウ　法人（株式会社（営利法人）等）は成年後見人になることができる（843

Ⅳ）。
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ア　原則として取り消すことができる（９本；無効になるのではない）。

　　ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り

消すことができない（９但）。

イ　なお、成年被後見人に単独で法律行為をさせるのは危険である。

　　そこで、成年後見人に同意権はない。つまり、成年被後見人は、成年

後見人の同意を得ても有効な法律行為をすることはできないということ

である。

家庭裁判所は、７条に規定する原因が消滅したときは、一定の者（☆）の

請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない（10）。



❶　自然人ばかりでなく法人も、成年後見人になることができるが、株式会

社等の営利法人は、成年後見人になることはできない。（2005-24- ア）

答　【×】

解説　成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及

び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人と

の利害関係の有無（成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の

種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係

の有無）、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならな

い（843 Ⅳ）。この規定は、法人が成年後見人になることができることを

前提としており、また、法人の要件を特に定めた規定もないので、株式会

社等の営利法人も、成年後見人になることができる。

　　なお、未成年後見人、保佐人、補助人についても同様である（840 Ⅲ、

876 の２Ⅱ（843 Ⅳ準用）、876 の７Ⅱ（843 Ⅳ準用））。

❷　制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品

を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自

己の行為を取り消すことができる。（2006-27-3）

答　【×】

解説　成年被後見人が行った行為は、原則として取り消すことができる（９

本）。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、本

人の自己決定権尊重の観点から、例外的に取り消すことができない（同但）。

❸　ＡがＢに対してＡ所有の動産を譲渡する旨の意思表示をしたことを前提

に、Ａが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、

Ａは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由と

して当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。（2010-27-1）

答　【×】

解説　精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であって

も、後見開始の審判を受けていなければ、成年被後見人とはならない（７、

８）。よって、Ａは後見開始の審判を受けていなければ成年被後見人とは

ならないので、制限行為能力者であることを理由として取り消すことはで

きない。
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第 11 条

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について

は、家庭裁判所は、本人、配偶者、４親等内の親族、後見人、後見監督人、

補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることが

できる。ただし、第７条に規定する原因がある者については、この限りでない。

第 12 条

保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

第 14 条

１項　第 11 条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、

配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、

保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなけれ

ばならない。

２項　家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第２項の審判の

全部又は一部を取り消すことができる。

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者（11 本）。

一定の者（☆）の請求により、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた

者。なお、７条に規定する原因がある者は除かれる（11）。

また、本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をする場合、本人

の同意は不要である。



ア　保佐人である（12）。

イ　保佐人には、原則として代理権はない。しかし、家庭裁判所は、特定

の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることがで

きる（876 の４Ⅰ）。なお、本人以外の者の請求によって前項の審判を

するには、本人の同意が必要である（同Ⅱ）。

　　この代理権付与の対象となる特定の法律行為は、13 条１項に列挙さ

れた事由に限定されない。

ウ　取消権（120 Ⅰ）、追認権（122 本、124 Ⅲ）を有する。

13 条が規定している。

原則 自ら単独で有効に

例外
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条文確認！第 13 条

第 13 条（１項 10 号新設）

１項　被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なけれ

ばならない。ただし、第９条ただし書に規定する行為については、この

限りでない。

⒈　元本を領収し、又は利用すること。

⒉　借財又は保証をすること。

⒊　不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をする

こと。

⒋　訴訟行為をすること。

⒌　贈与、和解又は仲裁合意（仲裁法（平成 15 年法律第 138 号）第２条

第１項に規定する仲裁合意をいう。）をすること。

⒍　相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

⒎　贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、

又は負担付遺贈を承認すること。

⒏　新築、改築、増築又は大修繕をすること。

⒐　第 602 条に定める期間を超える賃貸借をすること。

10.　前各号に掲げる行為を制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、被

保佐人及び第 17 条第１項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。）

の法定代理人としてすること。

２項　家庭裁判所は、第 11 条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監

督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする

場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をする

ことができる。ただし、第９条ただし書に規定する行為については、こ

の限りでない。

３項　保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人

の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭

裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与える

ことができる。

４項　保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれ

に代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。



１号の具体例

貸金を受け取ることや、利息付きでお金を貸すこと。なお、利息や賃

料を受け取ることは保佐人の同意を要することなくできることなので注

意です。

２号の具体例

時効完成後の債務の承認、約束手形の振出。

３号の具体例

抵当権の設定や、不動産賃貸借契約を合意解除すること等。

４号についての補足

訴訟行為とは、民事訴訟で原告となって訴訟を遂行する一切の行為を

いいますが、相手方の提起した訴え又は上訴（控訴、上告）について訴

訟行為を行う（応訴する）場合は含まれないので、単独ですることがで

きます。

５号についての補足

贈与とは他人に贈与することをいうのであって、単に贈与を受けるこ

とは含まれません。和解とは、当事者が互いに譲歩して、その間に存在

する争いをやめることを約する契約のことをいいます。

６号についての補足

相続の承認とは、相続が開始した後に相続人が相続を受ける旨の意思

表示をいい、相続の放棄とは、相続の開始した後に相続人が相続するこ

とを拒否する旨の意思表示（家庭裁判所への申述）をいいます。遺産分

割とは、共同相続（相続人複数の相続のこと）の場合に、共有状態となっ

た相続財産を各相続人に具体的に配分することをいいます。

７号についての補足

負担付きではない単なる贈与や遺贈を受けることは含まれません。

８号についての補足

注文主となって請負契約等を行うことをいいます。

９号についての補足

602 条は、短期賃貸借についての規定です。山林の賃貸借は 10 年、

それ以外の土地の賃貸借は５年、建物の賃貸借は３年、動産の賃貸借は

６ヵ月の上限が設けられています。
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家庭裁判所は、11 条本文に規定する原因が消滅したときは、一定の者（☆）

の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない（14 Ⅰ）。

❶　被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定めら

れている行為に限られ、家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求があった

ときでも、被保佐人が法に定められている行為以外の行為をする場合に

その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることはできない。

（2015-27- イ）
答　【×】

解説　被保佐人がその保佐人の同意を得なければならない行為は、法に定め

られている行為（13 Ⅰ）だけではなく、それ以外の行為をする場合であっ

ても保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができるとさ

れている（同Ⅱ）。

❷　ＡがＢに対してＡ所有の動産を譲渡する旨の意思表示をしたことを前提

に、Ａが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき

保佐人の同意を得ていない場合、Ａおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消

すことができる。（2010-27-2）
答　【×】

解説　被保佐人が 13 条１項各号に掲げる行為や、保佐人の同意を得なけれ

ばならない旨の審判を受けた行為をするときは、その保佐人の同意を得な

ければならず（13 Ⅰ各号・Ⅱ）、その同意又はこれに代わる許可を得ない

でしたものは、取り消すことができる（同Ⅳ）。よって、Ａ及び保佐人は「常

に」取り消しができる訳ではなく、限定されている。



条文確認！

9　

 

第 15 条

１項　精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、

家庭裁判所は、本人、配偶者、４親等内の親族、後見人、後見監督人、

保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をするこ

とができる。ただし、第７条又は第 11 条本文に規定する原因がある者

については、この限りでない。

２項　本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が

なければならない。

３項　補助開始の審判は、第 17 条第１項の審判又は第 876 条の９第１項の

審判とともにしなければならない。

第 16 条

補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者（15 Ⅰ本）。

一定の者（☆）の請求により、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた

者。なお、第７条又は第11条本文に規定する原因がある者は除かれる（15

Ⅰ）。

また、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をする場合、本人

の同意が必要である（15 Ⅱ）。

本人 後見人 保佐人

ア　補助人である（16、876 の７）。
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条文確認！

イ　補助人には、原則として代理権はない。しかし、家庭裁判所は、特定

の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることがで

きる。（876 の９Ⅰ）。なお、本人以外の者の請求によって前項の審判を

するには、本人の同意が必要である（同Ⅱ、876 の４Ⅱ）。

　　この代理権付与の対象となる特定の法律行為は、13 条１項に列挙さ

れた事由に限定されない。

ウ　取消権（120 Ⅰ）、追認権（122 本、124 Ⅲ）については、後述。

第 17 条

１項　家庭裁判所は、第 15 条第１項本文に規定する者又は補助人若しくは

補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補

助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、

その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる

行為は、第 13 条第１項に規定する行為の一部に限る。

２項　本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなけ

ればならない。

３項　補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人

の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭

裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与える

ことができる。

４項　補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれ

に代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

家庭裁判所は、13 条１項に列挙された事項の特定の一部について、補助

人に同意権を付与することができるが、本人以外の者の請求により前項の審

判をするには、本人の同意が必要である（17 Ⅰ・Ⅱ）。

補助人は、同意権が付与された行為につき、取消権及び追認権を有する

（120 Ⅰ、122 本、124 Ⅲ）。



「補助開始の審判によって自動的に一定の範囲の代理権又は同意権が補助

人に付与されるのですか？」

「いや、補助の制度の場合には、①補助人に代理権を付与するのか（876

の９Ⅰ）、同意権を付与するのか（17Ⅰ）、その双方を付与するのか、②ど

のような法律行為について代理権又は同意権を付与するのかは、全て当事

者の選択に委ねられているんだ。だから、補助開始の審判とともに、補助

人に同意権又は代理権の『一方又は双方』を付与する審判をすることが必

要になってくるんだよ（15Ⅲ）。」

「補助開始の審判とは別に、補助人に代理権を付与する旨の審判又は補助

人に同意権を付与する旨の審判によって、特定の法律行為についての代理

権又は同意権が補助人に付与されるということですね。」

「そうだよ。ただ、被補助人は、補助人が同意権を有する行為を除いて、

自ら単独で有効に行為をなし得るんだ。つまり、補助人に対し代理権『のみ』

が付与された場合の被補助人は、単独で確定的に有効に法律行為をするこ

とが可能ということだよ。」

家庭裁判所は、15 条１項本文に規定する原因が消滅したときは、一定の

者（☆）の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない（18Ⅰ・Ⅲ）。

❶　本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の同

意が必要である。（2005-24- ウ）
答　【×】

解説　本人以外の者の請求によって保佐開始の審判をするためには、本人の

同意は不要である。これに対して、本人以外の者の請求によって補助開始

の審判をする場合には、本人の同意が必要である（15 Ⅱ）。

❷　精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、本
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人、配偶者、４親等内の親族は、補助開始の審判を請求することはできる

が、後見人や保佐人は、これをすることはできない。（2005-24- エ）
答　【×】

解説　後見人や保佐人も、補助開始の審判の請求をすることができる（15 Ⅰ）。

❸　家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定

の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができ

るが、本人以外の者の請求によってその審判をするには、本人の同意がな

ければならない。（2015-27- ウ）
答　【〇】

解説　家庭裁判所は、本人や保佐人等の請求によって被保佐人のために特定

の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることがで

きるが（876 の４Ⅰ）、本人以外の者の請求によってその審判をするには、

本人の同意がなければならないとされている（同Ⅱ）。

❹　家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をするこ

とができるが、本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには、

本人の同意がなければならない。（2015-27- エ）
答　【〇】

解説　家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求によって補助開始の審判をする

ことができる（15 Ⅰ）が、本人以外の者の請求により補助開始の審判を

するには、本人の同意がなければならないとされている（同Ⅱ）。

❺　後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人または被補助人で

あるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始または補助開始の審

判を取り消す必要はないが、保佐開始の審判をする場合において、本人が

成年被後見人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始の審

判を取り消さなければならない。（2015-27- オ）
答　【×】

解説　後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人で

あるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判

を取り消さなければならない（19 Ⅰ）。これに対し、保佐開始の審判をす

る場合において、本人が成年被後見人又は被補助人であるときは、その本

人に係る後見開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない（同Ⅱ）。



未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人

審判の要件

保護者

権
限
の
有
無

代理権

同意権 ×

取消権

追認権

保護者の人数

単独で有効な

行為について








